
納期内納付にご協力ください

　詳しくはホームページで

●ｅＬＴＡＸホームページ

H P http ://www.e ltax . jp/

問ヘルプデスク

　 ０５７０（08）１４５９

　
市
税
は
、
福
祉
や
教
育
、
道
路
な
ど
を
支
え
る
大
切
な
財
源
で
す
。

市
税
の
納
期
内
納
付
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

　
滞
納
す
る
と
、
滞
納
し
た
人
に
と
っ
て
も
、
計
算
に
よ
り
延
滞

金
が
加
算
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
な
ど
負
担
が
増
え
て
し
ま
い
ま
す
。

　
ま
た
、
督
促
状
や
催
告
状
の
発
送
な
ど
の
事
務
費
用
も
発
生
し

ま
す
。
こ
の
事
務
費
用
も
税
金
か
ら
支
出
さ
れ
ま
す
。
今
後
も
納

期
限
内
納
付
に
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

■
市
税
の
滞
納
に
つ
い
て

▼
滞
納
と
は

　

市
税
を
納
期
限
ま
で
に
納
付
し

な
い
こ
と
を
言
い
ま
す
。

▼
納
期
限
を
過
ぎ
る
と

　

納
期
限
を
過
ぎ
て
も
納
付
さ

れ
な
い
と「
督
促
状
」を
発
送
し
ま

す
。
督
促
状
の
発
送
か
ら
10
日
を

経
過
し
て
も
納
付
さ
れ
な
い
場
合

は「
滞
納
処
分
」の
対
象
と
な
り
ま

す
。
ま
た
、時
期
に
よ
り「
催
告
状
」

が
発
送
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

▼
督
促
状
・
催
告
状
の

　
発
送
後
も
滞
納
が
続
く
と

　

理
由
な
く
滞
納
が
続
い
た
と
き

は
、
納
期
限
ま
で
に
税
金
を
納
め

た
納
税
者
と
の
公
平
性
を
保
つ
た

め
、
そ
し
て
市
の
財
源
確
保
の
た

め
に
積
極
的
な
差
押
え
な
ど
の
滞

納
処
分
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

▼
滞
納
処
分
と
は

　

滞
納
者
の
意
思
に
関
わ
り
な
く
、

滞
納
と
な
っ
て
い
る
税
金
を
強
制

的
に
徴
収
す
る
た
め
に
、
そ
の
人

の
財
産
（
給
与
、
預
金
、
不
動
産
、

動
産
な
ど
）
を
差
押
え
て
、
換
価

（
差
押
え
た
財
産
の
取
立
て
や
公

売
）
を
行
い
、
滞
納
に
な
っ
て
い

る
税
金
に
充
て
て
完
納
さ
せ
る
一

連
の
手
続
き
の
こ
と
を
言
い
ま
す
。

問
納
税
課
納
税
班
　

（
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）
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■
猶
予
制
度
に
つ
い
て

▼
徴
収
の
猶
予

　

次
の
理
由
に
該
当
す
る
と
き
は
、

申
請
す
る
こ
と
で
、
１
年
以
内
の

期
間
に
限
り
、
徴
収
の
猶
予
が
認

め
ら
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

①
財
産
に
つ
い
て
災
害
を
受
け
た
、

　

ま
た
は
盗
難
に
遭
っ
た

②
納
税
者
ま
た
は
そ
の
生
計
を
一

　

に
す
る
親
族
が
病
気
に
か
か
っ
た
、

　

ま
た
は
負
傷
し
た

③
事
業
を
廃
止
ま
た
は
休
止
し
た

④
事
業
に
つ
い
て
著
し
い
損
失
を

　

受
け
た　

な
ど

　

徴
収
猶
予
の
期
間
は
原
則
１
年

以
内
で
す
。
し
か
し
、
や
む
を
得

な
い
理
由
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
た

と
き
は
、
す
で
に
猶
予
を
し
た
期

間
と
併
せ
て
、
最
長
２
年
以
内
で

徴
収
猶
予
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

▼
換
価
の
猶
予

　

納
税
に
つ
い
て
誠
実
な
意
思
を

有
す
る
人
が
、
市
税
を
一
時
に
納

付
す
る
こ
と
に
よ
り
、
事
業
の
継

続
ま
た
は
生
活
の
維
持
を
困
難
に

す
る
恐
れ
が
あ
る
と
き
な
ど
、
一

定
の
要
件
に
該
当
す
る
と
き
は
、

１
年
以
内
の
期
間
に
限
り
、
滞
納

処
分
に
よ
る
財
産
の
換
価
の
猶
予

が
認
め
ら
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

税を考える週間　11月11日（土）～17日（金）

くらしを支える税
　国税庁では、国民の皆さんに租税の意義や

役割、税務行政に対する知識と理解を深めて

いただくため、毎年11月11日～17日を「税

を考える週間」として、様々な広報広聴施策

を実施しています。

　その一環として、国税庁ホームページ内に

特設ページを設け、国税庁の取り組みなどを

分かりやすく最新のデータで紹介するほか、

税務職員の仕事をドラマ仕立てで紹介してい

ます。また、社会保障・税番号（マイナンバー）

制度、ＩＣＴを利用した申告・納税手続など

への国税庁の取り組みも掲載しています。

問成田税務署　 （28）５１５１

●国税庁ホームページ

H P http ://www.nta .go . jp

税
金
は
く
ら
し
を
支
え
る
大
切
な
財
源
で
す

市
税
の
納
期
内
納
付
に

　
　
　
　
　
　
　

ご
協
力
を

　市では、11月を収納強化月間として、

市税などの未納がある人を対象に、電話

催告や休日納付相談の開催日を増やして

実施します。11月は、毎週日曜日に次

の取り組みを行います。

■休日電話催告

　滞納額の増加を防止するため、納付の

確認ができない人に電話でお知らせしま

す。なお、特定の金融機関や口座番号へ

の振り込み指示は行いません。

■市税休日納付相談

　特別な事情で、納付が困難な人のため

に休日納付相談を実施しています。日時

など詳しくは６ページに掲載しています。

11月は市税収納強化月間

25 26 27 28
29

（８月末)

不動産 24 16 23 23 14

給与 5 14 23 40 27

預貯金 487 738 913 953 345

生命保険 46 55 31 92 23

所得税還付金 9 5 8 12 7

その他 3 2 3 7 6

合　計 574 830 1,001 1,127 422

年度
対象

■差押件数■
納
税
相
談
は
お
早
め
に

　

納
期
限
内
に
納
付
す
る
こ
と
が

難
し
い
人
は
、
早
め
に
納
税
課
ま

で
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

　

「
納
期
限
内
に
納
付
す
る
こ
と

が
困
難
だ
か
ら
」
と
未
納
の
ま
ま

に
し
て
お
く
と
、
延
滞
金
に
よ
る

負
担
が
発
生
す
る
ほ
か
、
滞
納
処

分
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

今月の納期　11月30日（木）
国民健康保険税（第５期）、

後期高齢者医療保険料（第５期）、
介護保険料（第５期）

●納付には便利な「口座振替」をご利用ください。
●コンビニやペイジー、クレジットカードでも納付で
　きます。（後期高齢者医療保険料、介護保険料は除く）
●日吉台出張所でも納付できます。

自動車税の滞納処分を強化
　千葉県では、自動車税の滞納額の縮減の

ため、11月～３月までを滞納整理強化期

間とし、給与・預金・自動車などの差押え

を一層強化します。

　自動車税が未納の場合は、至急納付して

ください。

問い合わせ先

●佐倉県税事務所

　　　　　　 ０４３（４８３）１１５０

●県税務課　 ０４３（２２３）２１２７

差
し
押
さ
え
物
件
を

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
公
売

　

市
で
は
、
市
税
滞
納
者
か
ら
差

し
押
さ
え
た
財
産
を
、
次
の
と
お

り
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
公
売
し
ま
す
。

■
公
売
物
件　

不
動
産
（
土
地)

○
富
里
市
立
沢
字
リ
ノ
前
野

　

５
６
１
番
１
９
７

　

山
林
（
宅
地
）
85
㎡

○
富
里
市
立
沢
字
リ
ノ
前
野

　

５
６
１
番
２
２
７　

　

山
林
（
宅
地
）
１
３
２
㎡

■
公
売
参
加
申
込
期
間

　

11
月
８
日
（
水
）
午
後
１
時
～

　
　
　

21
日
（
火
）
午
後
11
時

■
入
札
期
間

　

11
月
28
日
（
火
）
午
後
１
時
～

　

12
月
５
日
（
火
）
午
後
１
時

　

詳
し
い
内
容
や
参
加
方
法
は
、

市
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
内
の
「
富

里
市
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
公
売
ガ
イ

ド
ラ
イ
ン
」
で
確
認
で
き
ま
す
。

　

ま
た
、
公
売
の
参
加
・
入
札
は
、

ヤ
フ
ー
㈱
の
「
官
公
庁
オ
ー
ク

シ
ョ
ン
」
の
ペ
ー
ジ
で
手
続
き
し

て
く
だ
さ
い
。
な
お
、
売
却
で
取

得
し
た
代
金
は
、
未
納
税
金
な
ど

に
充
て
ら
れ
ま
す
。

●
ヤ
フ
ー
㈱

　
官
公
庁
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
ペ
ー
ジ
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　（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
公
売
専
用
）

地方税の申告は
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11 お
も
な
内
容

お誘い合わせのうえ、来場ください

11月の富里はイベントが盛りだくさん … ２・３
オレンジリボン

11 月は児童虐待防止推進月間 …… ４
市役所で働いてみませんか

任期付短時間勤務職員を募集……… ４
秋の火災予防運動

火の用心　ことばを形に　習慣に… ５
県少年柔道大会　富里柔道の選手が入賞！　ほか
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